
長崎県産科・小児科医療確保事業費補助金実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱の維持のための取組や地域

の小児医療の拠点となる施設について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を実施し産

科・小児科医療を確保することを目的として、予算の定めるところにより、医療施設等経

営強化緊急支援事業費補助金交付要綱（令和７年５月２日厚生労働省発医政第８号）に基

づき補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）に対し、長崎県産科・小児科医療

確保事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、長崎県

補助金等交付規則（昭和４０年長崎県規則第１６号。以下「規則」という。）、長崎県福祉

保健部関係補助金等交付要綱（平成１９年長崎県告示第４６０号の９）及びこの要綱に定

めるところによる。 

 

 （事業の実施主体） 

第２条 病院、診療所及び助産所の開設者、その他厚生労働大臣が認める者とする。 

 

（補助の対象及び補助額） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、別表第

１の第２欄に掲げるとおりとし、その基準額は、同表の第３欄に掲げる額とする。 

  ただし、算定された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合に、これを切り捨てるもの

とする。また、補助対象経費については、消費税及び地方消費税を除く経費とする。 

 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第４条 この補助金の交付申請は、様式第１号による申請書兼実績報告書に様式第３号に

よる誓約書その他関係書類を添えて、知事が定める期日までに、知事に提出しなければ

ならない。 

 

（交付の決定の除外） 

第５条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、

交付の決定を行わないものとする。 

 （１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。） 

 （２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。） 

 （３） 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの 

 

 



（交付の条件） 

第６条 規則第６条第１項の規定による条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助事業の実施にあたり、機器等を購入する場合は、原則、一般競争入札による

ものとし、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

（２） 補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知

事の承認を受けなければならない。 

（３） 補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する場合には、知

事の承認を受けなければならない。 

（４） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場

合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５） 補助事業に係る関係書類の保存については、補助事業に係る収入及び支出の関係

を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当

該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけれ

ばならない。 

（６） 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上（民間団体

にあっては 30万円）の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働

大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、処分、又は担保に供してはな

らない。 

（７） 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（８） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らな

ければならない。 

（９） 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法令又は予算制度

に基づく国の負担又は補助を受けてはならない。 

（10） 補助事業者が（１）から（９）までにより付した条件に違反した場合には、こ

の補助金の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（軽微な変更） 

第７条 規則第１１条第２項第１号の規定により知事が定める軽微な変更は、次のとおり

とする。ただし、補助額の変更を伴わないものに限る。 

（１） 補助目的の達成に何らの支障がないと認められる経費の配分の変更 

（２） 対象経費の総額が２割を超えない範囲内での増減 

 

（遂行状況報告書） 

第８条 知事は、補助事業者に対し、補助事業等の遂行の状況について報告を求めることが



できる。 

２ 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ遂行状況報告書（様

式第５号）に関係書類を添えて知事に報告してその承認又は指示を受けなければならない。 

 （１） 事業計画書その他第３条の規定により知事に提出した書類の内容を変更（第７条

に定める軽微な変更を除く。）しようとするとき。 

 （２） 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 （３） 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難と  

なったとき。 

 

（補助金の交付） 

第９条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認められるときは、概

算払いをすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、実績

報告書提出後、様式第２号による概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

３ なお、福祉保健部関係補助金等交付要綱第７条に規定する必要な書類は省略する。 

 

（補助金の返還） 

第 10 条 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について、返還することを

命ずる。 

 

（財産処分の制限） 

第 11 条 規則第２０条のただし書の規定による別に定める期間は、補助事業等により取得

し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４号）に

準ずるものとする。 

 

（手続の併合） 

第 12 条 規則第 21条の規定により、規則第第４条、第 13条の手続は、併合して行うもの

とする。 

 

附則  この要綱は、令和 7年度の予算に係る補助金から適用する。 

 



別表第１（第３条関係） 

1 補助事

業名 

2 補助対

象経費 

3 基準額 4 補助率 5 留意事項 

 
分娩取扱
施設支援
事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小児医療
施設支援
事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
周産期医
療体制の
確保に要
する経費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域の小
児医療体
制確保に
要する経
費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
病院または診療所 
１施設あたり 2,500 千円 
令和５年度における分娩取扱
件数が、平成 29 年度から令和
元年度の３年間における分娩
取扱件数の平均を下回ってい
る病院、診療所及び助産所に対
して、分娩取扱に要する経費相
当分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
許可病床のうち、小児科部門の
病床数×25 万円 
（ただし、令和５年度における
小児科部門に係る総事業費か
ら診療収入額、特別交付税及び
寄附金その他の収入額（以下
「収入額」という。）を控除し
た額を上限とする。また、収入
額が対象経費の実支出額を上
回っている場合は、支給しない
こととする。） 
令和５年度における専ら 15 歳
未満の小児の入院延べ患者数
が、平成 29 年度から令和元年
度の３年間における専ら 15 歳
未満の小児の入院延べ患者数
の平均を下回る小児医療施設
に対して、小児科部門の病床に
係る経費相当分 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 分の 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 分の 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
交付を受ける分娩取扱施設
については給付の対象外と
する。（（ア）及び（イ）に
ついては令和６年度に実施
する事業に限る。） 
（ア）平成２１年４月１日
医政発 0401007 号厚生労働
省医政局長通知「産科医療
確保事業の実施について」
の別添「産科医療確保事業
等実施要綱」に基づき実施
する産科医療機関確保事業 
（イ）平成２１年３月３０
日医政発第 0330011 号厚生
労働省医政局長通知「周産
期医療対策事業等の実施に
ついて」に基づき実施する
周産期母子医療センター運
営事業 
（ウ）本実施要綱に基づき
実施する地域連携周産期支
援事業（分娩取扱施設）及
び地域連携周産期支援事業
（産科施設） 
 
 
対象となる小児医療施設
は、以下のいずれかに相当
する機能を持つ病院とす
る。 
（ア）「疾病・事業及び在宅
医療に係る医療体制につい
て」（令和５年３月 31 日医
政地発０３３１第 14 号厚
生労働省医政局地域医療計
画課長通知（令和５年６月
29 日一部改正））の別紙「小
児医療の体制構築に係る指
針」に規定する小児中核病
院 
（イ）「救急医療対策の整備
事業について」（昭和 52 年
７月６日医発第 692 号厚生
省医務局長通知）の別添「救
急医療対策事業実施要綱」
（令和６年３月 29 日一部
改正）に規定する小児救命
救急センター及び小児救急
医療拠点病院 
（ウ）小児科を専門とする
病院のうち、次の要件を全
て満たしているもの 
ａ 入院を要する二次救急



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域連携
周産期支
援 事 業
（分娩取
扱施設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分娩取扱
施設が少
なく、当
面、集約化
が困難な
地域に所
在する施
設に対し
て、分娩取
扱を継続
するため
の運営に
係る費用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次により算出された額の合計
額とする。ただし、算出された
額に 1,000 円未満の端数が生
じた場合には、これを切り捨て
るものとする。 
ア 次の表の第１欄に定める基
準額と第２欄に定める対象経
費の実支出額とを施設ごとに
比較して少ない方の額を選定
する。 
イ アにより選定された額と総
事業費から産科部門の収入額
及び寄附金その他の収入額を
控除した額とを比較して少な
い方の額 
 

１ 基準額 ２ 対象 

経費 

１か所当たり 

① 分娩取扱期間 

年 間 ９ 月 以 上 

11,400 千円 

② 分娩取扱期間 

年間６月以上９

月未満 

7,600 千円 

③ 分娩取扱期間 

年 間 ６ 月 未 満 

3,800 千円 

必要な次に

掲げる令和

６年度の経

費 

職員基本給 

職員諸手当 

諸謝金 

社会保険料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 分の 10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療機関として必要な診療
機能や専用病床を備えてい
ること。 
ｂ 小児救急医療に係る休
日夜間の診療体制を整えて
いること。 
ｃ 初期救急医療施設及び
救急搬送機関から転送され
た小児救急患者を受け入れ
ていること。 
 
 
整備する産科医療機関につ
いては、以下の要件をすべ
て満たすもの又はこれに準
じるものと都道府県知事が
判断し、厚生労働大臣が適
当と認めたものとする。 
① 令和６年度において分
娩を取り扱うこと。 
② 令和５年度末において、
分娩を取り扱う病院の数が
１以下であり、かつ、分娩
を取り扱う診療所の数が２
以下である二次医療圏に所
在する分娩取扱施設 
③ 令和６年度において妊
産婦の健康診査を実施する
こと。 
④ 各都道府県において策
定した医療計画上の集約
化・重点化計画との整合性
が確保されること。 
⑤ 今後の分娩取扱につい
て都道府県や地域の他の分
娩施設との連携の状況や今
後の取組に関する計画を提
出すること。 
本事業においては、下記の
補助金の交付を受ける分娩
取扱施設については交付の
対象外とする。（（ア）及び
（イ）については令和６年
度に実施する事業に限る。） 
（ア）平成２１年４月１日
医政発 0401007 号厚生労働
省医政局長通知「産科医療
確保事業の実施について」
の別添「産科医療確保事業
等実施要綱」に基づき実施
する産科医療機関確保事業 
（イ）平成２１年３月３０
日医政発第 0330011 号厚生
労働省医政局長通知「周産
期医療対策事業等の実施に
ついて」に基づき実施する
周産期母子医療センター運
営事業 
（ウ）本実施要綱に基づき



 
 
 
 
 
地域連携
周産期支
援 事 業
（産科施
設） 

 
 
 
 
 
産科施設
において
分娩取扱
の継続が
難しい場
合に、妊婦
健診等を
担う施設
として診
療を継続
するため
に必要な
設備整備
費用 
 
 
 

 
 
 
 
 
妊婦健診を含む外来診療等に
必要な診察台、超音波診断装置
等を整備するものとする。 
(ア）次の表の第１欄に定める
基準額と第２欄に定める対象
経費の実支出額とを施設ごと
に比較して少ない方の額を選
定する｡ 
（イ）（ア）により選定された
額の合計額と総事業費から寄
附金その他の収入額を控除し
た額とを比較して少ない方の
額に第３欄に掲げる補助率を
乗じて得た額と都道府県が補
助した額とを比較して少ない
方の額の合計額を交付額とす
る。 

 
 

１ 基準

額 

２ 対象 

経費 

３  補

助率 

１か 所

当たり 

7,279

千円 

令和６年度

における妊

婦健診を行

う産科医療

施設として

必要な医療

機器購入費 

２分の

１ 

 
 
 
 
 
２分の１ 

実施する分娩取扱施設支援
事業及び地域連携周産期支
援事業（産科施設） 
 
 
整備する産科医療機関につ
いては、以下の要件をすべ
て満たすもの又はこれに準
じるものと都道府県知事が
判断し、厚生労働大臣が適
当と認めたものとする。 
①令和６年度において妊産
婦の健康診査を実施するこ
と。 
②令和６年度において産後
の健康診査及び産後ケアを
実施することが望ましい。 
③ 令和６年度において分
娩を取り扱っていない、ま
たは分娩取扱の継続が困難
であること。 
④ 各都道府県において策
定した医療計画上の集約
化・重点化計画との整合性
が確保されること。 

 


